
平
成
三
年
十
月
二
十
二
日
受
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答

弁

第

一

一

号 
   

衆
議
院
議
員
吉
田
正
雄
君
提
出
植
物
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
一
第
一
一
号 

平
成
三
年
十
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
吉
田
正
雄
君
提
出
植
物
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
1
に
つ
い
て 

種
苗
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
品
種
登
録
制
度
は
、
我
が
国
が
昭
和
五
十
七
年
に
加
盟
し
た

千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
十
日
及
び
千
九
百
七
十
八
年
十
月
二
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千
九
百 

 

六
十
一
年
十
二
月
二
日
の
植
物
の
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
（
昭
和
五
十
七
年
条
約
第
十
一
号
。
以 

 

下
「

U
P
O
V
条
約
」
と
い
う
。
）
を
国
内
で
実
施
す
る
た
め
、
U
P
O
V
条
約
で
規
定
さ
れ
て
い
る
育
成
者
の
権

利
の
内
容
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
種
苗
法
に
お
い
て
は
、 

 

品
種
登
録
に
よ
る
育
成
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
法
的
措
置
と
し
て
差
止
請
求
権
及
び
損
害
賠
償
請
求 

権
を
認
め
る
ほ
か
、
刑
事
罰
に
つ
い
て
も
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
品
種
登
録
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
育
成
者
の
法
的
地
位
は
い
わ
ゆ
る
反
射
的
利
益
と
い
う
も
の 

 
 



一
の
2
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

で
は
な
い
。 

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
成
果
物
保
護
研
究
会
は
、
近
年
進
展
の
著
し
い
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
成
果
物
を 

的
確
に
保
護
す
る
こ
と
が
今
後
の
農
林
水
産
業
等
の
発
展
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、 

 

農
林
水
産
省
農
蚕
園
芸
局
長
が
こ
の
こ
と
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
会
と
し
て
設
け
ら
れ 

た
も
の
で
あ
り
、
農
林
水
産
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
任
務
及
び

所
掌
事
務
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。 

種
苗
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
規
定
は
、
登
録
品
種
の
育
成
を
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
特
許
権
を 

有
す
る
者
又
は
そ
の
特
許
に
つ
き
専
用
実
施
権
若
し
く
は
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
と
当
該
品
種
の
品
種
登
録 

者
と
の
調
整
を
図
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
に
つ
い
て
の
特
許
権
者
と
品
種
登
録
者
と 

四 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

近
年
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
特
許
庁
で
は
、
現
在
、
植
物
に
関
す
る
発
明 

を
対
象
と
す
る
審
査
基
準
の
改
定
作
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

の
関
係
を
調
整
す
る
規
定
は
現
在
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。 

植
物
新
品
種
に
つ
い
て
特
許
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
上
ま
ず
な
い
こ
と
を
背
景
と
し
て
な
さ
れ
た
昭
和 

五
十
七
年
四
月
九
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
及
び
昭
和
五
十
九
年
三
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る 

答
弁
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
も
変
更
は
な
い
。 

御
指
摘
の
よ
も
ぎ
案
件
は
、

U
P
O
V
条
約
が
我
が
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
以
前
の
特
許
出
願
で
あ 

り
、
よ
も
ぎ
案
件
へ
の
特
許
の
付
与
は
条
約
上
の
問
題
を
生
じ
な
い
。 

五 

 



六
に
つ
い
て 

新
し
い
植
物
の
育
種
手
段
と
し
て
、
交
配
以
外
に
遺
伝
子
組
換
え
に
よ
る
も
の
が
活
性
化
し
た
今
日
に
お
い 

て
も
、
従
来
か
ら
の
交
配
に
よ
る
育
種
技
術
自
体
に
は
状
況
の
変
化
は
な
い
こ
と
か
ら
、
植
物
新
品
種
に
関
す 

る
審
査
基
準
に
お
い
て
示
し
た
交
配
に
よ
る
育
種
の
領
域
に
関
す
る
創
作
性
、
明
細
書
の
基
本
的
な
記
載
要
件 

及
び
参
考
資
料
と
し
て
の
植
物
新
品
種
に
関
す
る
明
細
書
の
例
示
に
つ
い
て
は
変
更
は
な
い
。 

知
的
財
産
政
策
企
画
官
は
、
通
商
産
業
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
三
号
）
第
二
条

の
九
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
通
商
産
業
省
の
所
掌
に
係
る
知
的
財
産
の
保
護
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策 

の
企
画
立
案
に
参
画
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
営
業
秘
密
の
保
護
等
の
工
業
所
有
権
以
外
の
知
的 

一
般
に
、
「
知
的
財
産
権
」
と
「
知
的
所
有
権
」
は
、
い
ず
れ
も

intellectual property

又
は

intellectu- 

al property right

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
相
違
は
な
い
も
の
と
考
え
ら 

れ
る
。 

六 

 



 

七 

財
産
の
法
的
保
護
問
題
等
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
知
的
財
産
の
保
護
全
般
の
総
合
的
な
検
討
に
当
た
っ
て 

は
、
二
重
行
政
の
弊
を
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
特
許
庁
と
も
十
分
調
整
し
つ
つ
、
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。 




